
第１　概況

平成３１年度
（令和元年度） 103,380 2,707 94 347 1,487 98,745

令和２年度 96,840 2,473 67 293 1,193 92,814 103,383

令和３年度 91,607 2,194 60 264 1,402 87,687 97,031

令和４年度 92,379 2,498 97 264 1,472 88,048 98,035

令和５年度 101,421 3,212 64 269 1,447 96,429 105,158

令和６年度
（半期分） 50,592 1,347 14 131 719 48,381 50,893

（注）「身柄件数」は、身柄事件として受理した事件のうち、当該期間に終局処分した件数。

［１－２表］　身柄事件における被疑者取調べの録音・録画の件数

期間
録音・録画

の件数

録音・録画の件数の内訳

身柄件数裁判員裁判
対象事件

検察官
独自捜査事件

知的障害者
に係る事件

精神障害者等
に係る事件

４類型事件
以外の事件

［１－１表］　４類型事件及び試行対象（被疑者）事件における録音・録画の実施件数

実施期間 実施件数

実施件数の内訳

裁判員裁判
対象事件

検察官
独自捜査事件

知的障害者
に係る事件

精神障害者等
に係る事件

試行対象
事件



平成３１年度
（令和元年度） 2,707

2,707
(2,693)

0 1,036

令和２年度 2,473
2,473
(2,461)

0

令和３年度 2,194
2,194
(2,182)

0

令和４年度 2,498
2,498
(2,493)

0

令和５年度 3,212
3,212
(3,203)

0

令和６年度
（半期分） 1,347

1,347
(1,345)

0

実施期間 公判請求 略 式請求 不 起 訴 そ の 他 合 計

平成３１年度
（令和元年度） 1,704 69 719 251 2,743

第２　裁判員裁判対象事件

［２－１表］　受理件数及び実施件数

実施期間 総数
実施件数

（うち全過程）
不実施件数

裁判員裁判対
象罪名で公判
請求した件数

（注）「裁判員裁判対象事件」とは、①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係
る事件、②短期１年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であって故意の犯罪行為に
より被害者を死亡させたものに係る事件、③弁論の併合により裁判員裁判で審理される
見込みのある裁判員裁判非対象事件をいう。「実施件数」は、逮捕・勾留中の被疑者に
つき、「裁判員裁判対象事件」について被疑者として取調べの録音・録画を行った件数。

［２－２表］　処理別内訳

（注）同時に送致を受けた事件の一部を起訴し、一部を不起訴としたような場合は、それ
ぞれに重複計上した。そのため、本表の合計数は、２－１表の総数とは一致しない。



平成３１年度
（令和元年度） 94

94
(93)

0

令和２年度 67
67
(63)

0

令和３年度 60
60
(60)

0

令和４年度 97
97
(95)

0

令和５年度 64
64
(64)

0

令和６年度
（半期分） 14

14
(14)

0

実施期間 公判請求 略 式請求 不 起 訴 そ の 他 合 計

平成３１年度
（令和元年度） 82 0 12 0 94

［３－１表］　受理件数及び実施件数

（注）「検察官独自捜査事件」とは、司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件
（当該事件と関連する事件が送致され又は送付されている場合であって、司法警察員が
当該事件を送致し又は送致することが見込まれている事件を除く）をいう。「実施件数」
は、逮捕・勾留中の被疑者につき、「検察官独自捜査事件」について被疑者として取調
べの録音・録画を行った件数。

［３－２表］　処理別内訳

（注）立件した事件の一部を起訴し、一部を不起訴としたような場合は、それぞれに重複
計上した。そのため、本表の合計数は、３－１表の総数とは一致しない。

実施期間 総数
実施件数

（うち全過程）
不実施件数

第３　検察官独自捜査事件



全過程 準全過程 一部

平成３１年度
（令和元年度） 347 336 2 9 0

令和２年度 293 289 0 4 0

令和３年度 264 259 3 2 0

令和４年度 264 263 1 0 0

令和５年度 269 265 2 2 0

令和６年度
（半期分） 131 127 2 2 0

実施期間 公判請求 略 式請求 不 起 訴 そ の 他 合 計

平成３１年度
（令和元年度） 155 24 157 14 350

第４　知的障害者に係る事件

［４－１表］　受理件数及び実施件数

実施期間 総数
実施の内訳

不実施件数

（注１）「知的障害者に係る事件」とは、知的障害を有する被疑者で、言語によるコミュニ
ケーションの能力に問題がある者又は取調官に対する迎合性や被誘導性が高いと認め
られる者に係る事件をいう。「実施件数」は、これらの者のうち逮捕・勾留中の被疑者に
つき、被疑者として取調べの録音・録画を行った件数。
（注２）「準全過程」とは、事件の送致を受けた段階では、被疑者に知的障害によりコミュ
ニケーション能力等に問題があることを把握できなかったため録音・録画を実施しなかっ
たものの、知的障害によりコミュニケーション能力等に問題があることが判明した後の取
調べの全過程について録音・録画を実施した場合をいう。

［４－２表］　処理別内訳

（注）同時に送致を受けた事件の一部を起訴し、一部を不起訴としたような場合は、それ
ぞれに重複計上した。そのため、本表の合計数は、４－１表の総数とは一致しない。



全過程 準全過程 一部

平成３１年度
（令和元年度） 1,487 1,407 22 58 0

令和２年度 1,194 1,153 16 24 1

令和３年度 1,403 1,356 32 14 1

令和４年度 1,475 1,448 17 7 3

令和５年度 1,447 1,434 7 6 0

令和６年度
（半期分） 719 714 2 3 0

実施期間 公判請求 略 式請求 不 起 訴 そ の 他 合 計

平成３１年度
（令和元年度） 435 76 975 10 1,496

第５　精神障害者等に係る事件

（注１）「精神障害者等に係る事件」とは、精神の障害等により責任能力の減退・喪失が
疑われる者に係る事件をいう。「実施件数」は、これらの者のうち逮捕・勾留中の被疑者
につき、被疑者として取調べの録音・録画を行った件数。
（注２）「準全過程」とは、事件の送致を受けた段階では、被疑者に精神の障害等により
責任能力の減退・喪失が疑われることを把握できなかったため録音・録画を実施しな
かったものの、精神の障害等により責任能力の減退・喪失が疑われることが判明した後
の取調べの全過程について録音・録画を実施した場合をいう。

［５－２表］  処理別内訳

（注）同時に送致を受けた事件の一部を起訴し、一部を不起訴としたような場合は、それ
ぞれに重複計上した。そのため、本表の合計数は、５－１表の総数とは一致しない。

［５－１表］　受理件数及び実施件数

実施期間 総数
実施の内訳

不実施件数



平成３１年度
（令和元年度） 98,745 89,750

被害者 参考人

平成３１年度
（令和元年度） 2,452 1,085 1,367

［６－１表］　試行対象事件の被疑者としての取調べについて

（注）公判請求が見込まれる身柄事件であって、被疑者の取調べを録音・録画すること
が必要であると考えられる事件（４類型事件を除く）について、当該被疑者の取調べの録
音・録画を行った件数（別件勾留中の被告人につき、前同様の事件について被疑者とし
て取調べを行った場合を含む。）。

［６－２表］　試行対象事件の被害者・参考人としての取調べについて

実施期間 総数
実施者の内訳

（注）公判請求が見込まれる事件であって、被害者・参考人の取調べを録音・録画するこ
とが必要であると考えられる事件について、当該被害者・参考人の取調べの録音・録画
を行った件数。

第６　平成３１年度（令和元年度）以前に関して

実施期間 総数
全過程

実施件数



令和２年度 92,814 86,150

令和３年度 87,687 83,021

令和４年度 88,048 84,164

令和５年度 96,429 93,462

令和６年度
（半期分） 48,381 47,274

被害者 参考人

令和２年度 2,902 1,117 1,785

令和３年度 2,828 1,173 1,655

令和４年度 2,705 1,367 1,338

令和５年度 2,710 1,348 1,362

令和６年度
（半期分） 1,195 668 527

［７－２表］　被害者・参考人の取調べについて

期間 総数
対象者の内訳

（注）被害者・参考人の取調べの録音・録画を行った件数。

（注）逮捕・勾留中の被疑者につき、４類型事件以外の事件について被疑者として取調
べの録音・録画を行った件数。

第７　令和２年度以降に関して

［７－１表］　４類型事件以外の事件の被疑者としての取調べについて

期間 総数
全過程
件数


